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監 査 公 表 第 １ ７ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ３ 年 ８ 月 20日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 監 査 等 の 基 準
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容
⑴ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

令和元年度
内 水 面 水 産 試 験 場 令和３年６月15日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査

令和２年度

南 会 津 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年７月15日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査

⑵ 土 木 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

南 会 津 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年７月16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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⑶ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

令和元年度
西 会 津 高 等 学 校 令和３年６月９日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査

令和２年度
令和元年度

原 町 高 等 学 校 令和３年６月９日 佐久間俊男 高橋 宏和 書 面 監 査
令和２年度

教 育 セ ン タ ー 令和２年度 令和３年６月11日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和元年度
南 会 津 高 等 学 校 令和３年６月16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和２年度
令和元年度

只 見 高 等 学 校 令和３年６月16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

小高産業技術高等学校 令和３年６月17日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

修 明 高 等 学 校 令和３年６月18日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

た む ら 支 援 学 校 令和３年７月８日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

郡山北工業高等学校 令和３年７月16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度

⑷ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

い わ き 中 央 警 察 署 令和２年度 令和３年６月９日 星 公正 佐竹 浩 書 面 監 査

令和元年度
福 島 北 警 察 署 令和３年６月11日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和２年度

会 津 若 松 警 察 署 令和２年度 令和３年６月15日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査

令和元年度
白 河 警 察 署 令和３年６月18日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

令和２年度

４ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

５ 監 査 等 の 結 果
⑴ 農 林 水 産 部

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、
最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑵ 土 木 部
監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

南 会 津 建 設 事 務 所 ・ 昨 年 度 の 定 期 監 査 に お い て 、 前 渡 資 金 に よ る 公 共 料 金 の 事
務 手 続 に つ い て 適 正 を 欠 い て い る た め 改 善 を 求 め た が 、 支
払 残 金 の 精 算 を ７ 日 以 内 に 行 っ て い な い も の 及 び 水 道 料 金
２ 件 に つ い て 前 渡 資 金 口 座 へ の 支 出 命 令 を 失 念 し て い る も
の が あ る 。

⑶ 教 育 委 員 会

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

原 町 高 等 学 校 ・ 報 酬 、 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 払 い に つ い て 、 牽 制 体 制 が 機 能
けん

し て お ら ず 、 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 い た た め 、 支 出 事
務 に 重 大 な 影 響 を 与 え た も の が あ る 。

（ 事 実 ）
１ 令 和 元 年 ５ 月 分 か ら 同 年 11月 分 ま で の 部 活 動 指 導 員 Ａ
の 報 酬 4 2 9 , 3 3 9円 に つ い て 、 翌 月 の 定 め ら れ た 日 に 支 払
う べ き と こ ろ 、 同 年 12月 13日 に 支 払 っ て い る 。

２ 進 路 講 演 会 、 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー ス ト 構 想 を 担
う 人 材 育 成 ト ッ プ リ ー ダ ー 研 修 会 及 び 特 別 講 習 会 の 講 師
に 対 す る 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し て
支 払 っ て い る 。
⑴ 進 路 講 演 会

開 催 日 平 成 31年 ４ 月 27日
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 16日
報 償 費 額 28 , 1 0 0円
旅 費 額 5 , 2 4 0円

⑵ 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー ス ト 構 想 を 担 う 人 材 育 成
ト ッ プ リ ー ダ ー 研 修 会
開 催 日 令 和 元 年 ８ 月 ６ 日 及 び 同 月 ７ 日
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 10日
報 償 費 額 40 , 0 0 0円 （ 2 0 , 0 0 0円 × ２ 日 ）
旅 費 額 2 , 3 0 0円

⑶ 特 別 講 習 会
開 催 日 令 和 元 年 ８ 月 17日
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 16日
報 償 費 額 160 , 0 0 0円 （ 2 0 , 0 0 0円 × ８ 講 座 ）
旅 費 額 44 , 2 8 0円 （ 19,480円、 19,560円、 5,240円）

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
報 酬 、 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 出 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の 情 報
共 有 や チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 迅 速 か つ 適 正 に 行 う こ と 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑷ 公 安 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

福 島 北 警 察 署 ・ 機 械 設 備 保 全 管 理 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 予 定 価 格 が 随 意
契 約 が で き る 限 度 額 100万 円 を 超 え て い る に も か か わ ら ず 、
特 段 の 理 由 が な い 中 、 随 意 契 約 に よ り 契 約 し て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ８ 号
令 和 ３ 年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ８ 月 20日
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 財 第 5 2 2 号
令 和 ３ 年 ６ 月 11日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 15日 付 け ２ 福 監 第 360号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 ・ コ ン ペ 方 式 に よ る 契 約 に つ い て

２ 意 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 意 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 個 別 の 検 討 ・ 改 善 事 項
⑴ プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 を 採 用 す る （ 広 報 課 ）
理 由 に つ い て プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 の 採 用 に 当 た っ
地 方 自 治 体 の 契 約 は 、 一 般 競 争 て は 、 そ の 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た 上

入 札 に よ る こ と が 原 則 で あ る た で 、 採 用 す る 場 合 に は そ の 理 由 を 起 案
め 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 契 文 書 に 記 載 す る こ と と す る 。
約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 は 、 そ
の 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し 、 真 に 必 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
要 と 認 め ら れ る 場 合 に 採 用 す る と 令 和 ３ 年 度 事 業 の 企 画 提 案 公 募 を 実
い う 運 用 が 必 要 で あ る 。 施 す る 際 に は 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 と
こ の た め 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 す る 必 要 性 を 起 案 文 書 に 明 記 し 、 意 思

に よ り 事 業 を 実 施 す る 場 合 に は 、 決 定 し た 。
必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た 上 で 、 具
体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 記 載 し 、 （ 相 双 地 方 振 興 局 ）
意 思 決 定 を 行 っ て い た だ き た い 。 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契 約 締 結
ま た 、 必 要 性 が 十 分 に 認 め ら れ に つ い て は 、 そ の 必 要 性 を 検 討 す る と

な い 場 合 に は 、 一 般 競 争 入 札 等 に と も に 、 起 案 文 書 に 理 由 を 明 記 す る 。
よ る 契 約 事 務 を 行 っ て い た だ き た
い 。 （ 広 報 課 、 県 北 地 方 振 興 局 、 （ い わ き 地 方 振 興 局 ）
相 双 地 方 振 興 局 、 い わ き 地 方 振 興 今 年 度 よ り 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に
局 、 地 域 振 興 課 、 ス ポ ー ツ 課 、 只 よ り 事 業 を 実 施 す る 場 合 に は 、 必 要 性
見線再開準備室、環境創造センター、 を 十 分 に 検 討 し た 上 で 、 具 体 的 な 理 由
こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課 、 商 工 総 務 を起案文書に記載することとしている。
課、産業人材育成課、観光交流課、
空 港 交 流 課 、 県 産 品 振 興 戦 略 課 、 （ 地 域 振 興 課 ）
テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 、 環 境 保 全 令 和 ３ 年 度 事 業 か ら 、 プ ロ ポ ー ザ ル
農 業 課 、 農 産 物 流 通 課 、 園 芸 課 、 方 式 等 に よ り 事 業 を 実 施 す る 場 合 に
水 産 課 ） は 、 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た 上 で 、 具

体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 記 載 し 、 意 思
決 定 を 行 う こ と と す る 。

（ ス ポ ー ツ 課 ）
契 約 の 方 法 に つ い て 、 多 角 的 な 視 点

に よ り 広 く 検 討 を す る と と も に 、 プ ロ
ポ ー ザ ル 方 式 等 を 採 用 す る 場 合 に は 、
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そ の 具 体 的 理 由 を 起 案 文 書 等 に 明 記 す
る こ と と し た 。

（只見線再開準備室、環境創造センター）
一 般 競 争 入 札 で は そ の 目 的 を 達 成 で

き な い 場 合 や 、 よ り 効 果 的 な 事 業 が 実
施 で き る 委 託 先 を 選 定 す る 必 要 が あ る
場 合 に の み プ ロ ポ ー ザ ル を 採 用 す る よ
う 、 事 業 内 容 を 十 分 に 検 討 し た 上 で 、
具 体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 記 載 す る 。

（ こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業 を 実

施 す る 場 合 は 、 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し
た 上 で 、 今 後 は 具 体 的 な 理 由 を 起 案 文
書 に 記 載 し 意 思 決 定 す る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業 を 実

施 す る 際 は 、 起 案 文 書 に 当 該 方 式 を 採
用 し た 具 体 的 な 理 由 を 記 載 す る こ と と
す る 。

（ 産 業 人 材 育 成 課 ）
令 和 ３ 年 度 の 事 業 に つ い て は 、 プ ロ

ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業 を 実 施 す る
必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た 上 で 、 具 体 的
な 理 由 を 起 案 文 書 に 記 載 し 、 意 思 決 定
を 行 っ た 。

（ 観 光 交 流 課 、 空 港 交 流 課 、 県 産 品 振
興 戦 略 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 に 係 る 伺 い の 際

に 、 そ の 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し た 上
で 、 具 体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 記 載
し諮った上、決定していくこととする。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）
今 後 は 、 事 業 の 必 要 性 を 十 分 に 検 討

し た 上 で 、 具 体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に
記 載 し 、 意 思 決 定 を 行 う 。

（ 環 境 保 全 農 業 課 ）
こ れ ま で の 事 業 展 開 に よ り 人 材 育 成

に 向 け た 手 法 が 蓄 積 さ れ た た め 、 今 後
の 契 約 に 当 た っ て は 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方
式 に 限 定 せ ず 、 事 業 目 的 達 成 の た め に
最 善 の 方 法 を 検 討 し た 上 で 、 適 切 な 契
約 方 法 で 事 業 展 開 を し て い く こ と と す
る 。

（ 農 産 物 流 通 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業 を 実

施 す る 場 合 は 、 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し
た 上 で 、 具 体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 明
記 し 意 思 決 定 す る こ と と す る 。

（ 園 芸 課 ）
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実 施 す る 事 業 の 特 殊 性 や そ の 専 門 性

の 高 さ を 十 分 に 踏 ま え 、 適 切 な 契 約 方
法 を 検 討 し 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ
り 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に は 、
起 案 文 書 に て 意 思 決 定 を 行 う よ う に 是
正 し た 。

（ 水 産 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業 を 実

施 す る 場 合 は 、 必 要 性 を 十 分 に 検 討 し
た 上 で 、 具 体 的 な 理 由 を 起 案 文 書 に 記
載 し 意 思 決 定 を 行 う 。

⑵ 募 集 要 領 の 公 告 か ら 企 画 提 案 書
提 出 期 限 ま で の 期 間 に つ い て
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契 約

は 、 契 約 相 手 方 が 持 っ て い る 優 れ
た 企 画 力 や 高 度 な 技 術 力 を 活 用 す
る た め 、 複 数 の 参 加 者 か ら 提 案 書
の 提 出 を 受 け 、 そ の 内 容 を 審 査 し
て 契 約 相 手 方 を 決 定 す る も の で あ
る 。
事 業 者 の 募 集 に 当 た っ て は 、 よ

り 多 く の 事 業 者 が 参 加 を 検 討 で き
る よ う 、 ま た 、 十 分 に 時 間 を か け
て 優 れ た 企 画 提 案 書 を 作 成 す る 機
会 が 確 保 で き る よ う に 、 募 集 公 告
か ら 提 案 書 の 提 出 、 プ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン 開 催 ま で の 一 連 の 事 務 手 続
の 期 間 に つ い て 、 適 切 な 日 程 を 設
定 す る 必 要 が あ る 。
ア 募 集 公 告 か ら 参 加 表 明 ま で の （ 広 報 課 ）
日 数 公 告 日 か ら 参 加 表 明 期 限 ま で の 期 間
公 告 日 か ら 参 加 表 明 期 限 ま で を １ 週 間 以 上 と す る よ う 、 余 裕 を 持 っ

の 期 間 を 比 較 的 短 く （ １ 週 間 未 た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ を 行 う こ と と す
満 ） 設 定 し て い る 機 関 に お い て る 。
は 、 よ り 多 く の 事 業 者 が 参 加 を
検 討 す る 機 会 を 確 保 す る た め 、 （ い わ き 地 方 振 興 局 ）
十 分 な 期 間 を 確 保 し た 募 集 日 程 今 年 度 よ り 、 公 告 日 か ら 参 加 表 明 期
と す る こ と を 検 討 し て い た だ き 限 ま で の 日 数 に つ い て は 、 ２ 週 間 程 度
た い 。 （ 広 報 課 、 い わ き 地 方 振 の 期 間 を 確 保 し た 募 集 日 程 と す る こ と
興 局 、 企 業 立 地 課 ） と す る 。

（ 企 業 立 地 課 ）
次 回 公 告 か ら は 、 当 該 期 間 を 十 分 に

確 保 し た 募 集 日 程 と す る 。

イ 募 集 公 告 か ら 提 案 書 提 出 ま で （ 広 報 課 ）
の 日 数 公 告 日 か ら 提 案 書 提 出 期 限 ま で の 期
公 告 日 か ら 提 案 書 提 出 期 限 ま 間 を 15日 以 上 と す る よ う 、 余 裕 を 持 っ

で の 期 間 を 比 較 的 短 く （ 15日 未 た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ を 行 う こ と と す
満 ） 設 定 し て い る 機 関 に お い て る 。
は 、 よ り 多 く の 参 加 者 が 提 案 書
を 提 出 す る 機 会 を 確 保 す る た （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
め 、 十 分 な 期 間 を 確 保 し た 募 集 令 和 ３ 年 度 事 業 の 企 画 提 案 公 募 に つ
日 程 と す る こ と を 検 討 し て い た い て は 、 募 集 公 告 か ら 参 加 表 明 の 期 限
だ き た い 。 （ 広 報 課 、 県 北 地 方 ま で の 期 間 を １ 週 間 以 上 、 募 集 公 告 か
振 興 局 、 い わ き 地 方 振 興 局 、 企 ら 提 案 書 提 出 の 期 限 ま で の 期 間 を 15日
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業 立 地 課 、 産 業 人 材 育 成 課 、 テ 以 上 確 保 し て 実 施 し た 。
ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）

（ い わ き 地 方 振 興 局 ）
今 年 度 よ り 、 募 集 公 告 か ら 提 案 書 提

出 ま で の 日 数 に つ い て 、 ３ 週 間 程 度 の
期 間 を 確 保 し た 募 集 日 程 と す る こ と と
す る 。

（ 企 業 立 地 課 ）
次 回 公 告 か ら は 、 当 該 期 間 を 十 分 に

確 保 し た 募 集 日 程 と す る 。

（ 産 業 人 材 育 成 課 ）
令 和 ３ 年 度 の 事 業 に つ い て は 、 公 告

日 か ら 提 案 書 提 出 期 限 ま で の 期 間 を 十
分 確 保 し た 募 集 日 程 と す る よ う 努 め
た 。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）
次 回 公 告 か ら は 長 い 期 間 （ 1 5 日 以

上 ） を 設 定 す る こ と に よ り 、 よ り 多 く
の 参 加 者 が 提 案 書 を 提 出 で き る 機 会 を
確 保 す る 。

⑶ 審 査 基 準 の 公 表 に つ い て
価 格 競 争 と は 異 な り 、 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 等 に お い て は 、 様 々 な 観
点 か ら 審 査 が 行 わ れ る こ と か ら 、
事 業 者 選 定 の 公 正 性 ・ 透 明 性 を 確
保 す る た め 、 審 査 基 準 を 募 集 要 領
に 記 載 す る な ど 、 事 前 に 公 表 す る
必 要 が あ る 。
ア 審 査 基 準 の 公 表 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）

審 査 基 準 の 公 表 を 行 っ て い な 令 和 ３ 年 度 事 業 の 企 画 提 案 公 募 に つ
い 機 関 に お い て は 、 審 査 基 準 い て は 、 審 査 基 準 （ 評 価 項 目 、 評 価 基
（ 評 価 項 目 、 評 価 基 準 及 び 配 準 及 び 配 点 ） を 事 前 に 公 表 し た 。
点 ） の 事 前 公 表 を 検 討 し て い た
だ き た い 。 （ 県 北 地 方 振 興 局 、 （ 危 機 管 理 課 ）
危 機 管 理 課 、 地 域 振 興 課 、 消 費 令 和 ２ 年 度 実 施 分 よ り 審 査 基 準 を 公
生 活 課 、 児 童 家 庭 課 ） 表 し て い る 。

（ 地 域 振 興 課 ）
監 査 委 員 の 意 見 を 踏 ま え 、 令 和 ３ 年

度 事 業 か ら 、 審 査 基 準 を 募 集 要 領 に 記
載 す る な ど 、 事 前 に 公 表 す る こ と と す
る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
実 施 要 領 に 審 査 基 準 を 明 記 し 、 Web

サ イ ト に お い て 事 前 公 表 す る こ と と す
る 。

（ 児 童 家 庭 課 ）
今 後 は 審 査 基 準 を 公 表 す る 。

イ 全 て の 審 査 基 準 の 公 表 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
審 査 基 準 の う ち 、 評 価 項 目 の 令 和 ３ 年 度 事 業 の 企 画 提 案 公 募 に つ

み を 公 表 し て い る 機 関 に お い て い て は 、 評 価 基 準 及 び 配 点 を 公 表 し
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は 、 評 価 基 準 と 配 点 も 公 表 す る た 。
こ と に つ い て 検 討 し て い た だ き
た い 。 （ 県 北 地 方 振 興 局 、 こ ど （ こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課 ）
も ・ 青 少 年 政 策 課 、 商 工 総 務 令 和 ３ 年 度 事 業 か ら 審 査 基 準 （ 評 価
課 、 産 業 人 材 育 成 課 、 観 光 交 流 基 準 及 び 配 点 を 含 む 。 ） を 公 表 し て い
課 、 県 産 品 振 興 戦 略 課 ） る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
審 査 基 準 （ 評 価 基 準 ） に つ い て は 公

表 し て お り 、 配 点 に つ い て も 、 今 後 公
表 を 検 討 す る 。

（ 産 業 人 材 育 成 課 ）
令 和 ３ 年 度 の 事 業 に つ い て は 、 評 価

基 準 と 配 点 も 公 表 し た 。

（ 観 光 交 流 課 、 県 産 品 振 興 戦 略 課 ）
評 価 基 準 と 配 点 に つ い て は 、 今 後 公

表 を 検 討 す る 。

⑷ 審 査 結 果 の 公 表 に つ い て
価 格 競 争 と は 異 な り 、 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 等 に お い て は 、 審 査 委 員
等 の 評 価 に よ っ て 事 業 者 が 選 定 さ
れ る こ と か ら 、 選 定 の 公 正 性 ・ 透
明 性 を 確 保 す る た め 、 審 査 結 果
（ 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評
点 ） を 公 表 す る 必 要 が あ る 。
ア 審 査 結 果 の 公 表 （ 広 報 課 ）

契 約 候 補 者 名 、 全 応 募 者 の 評 審 査 結 果 （ 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募
点 の い ず れ も 公 表 し て い な い 機 者 の 評 点 ） の 公 表 に つ い て は 、 今 後 公
関 に お い て は 、 こ れ ら を We bサ 表 を 検 討 す る 。
イ ト で 公 表 す る こ と に つ い て 検
討 し て い た だ き た い 。 （ 広 報 （ 相 双 地 方 振 興 局 ）
課 、 相 双 地 方 振 興 局 、 い わ き 地 選 定 の 公 平 性 ・ 透 明 性 を 確 保 す る た
方 振 興 局 、 危 機 管 理 課 、 原 子 力 め 、 契 約 候 補 者 等 の 情 報 を Webサ イ ト
安 全 対 策 課 、 地 域 振 興 課 、 消 費 で 公 表 す る 。
生 活 課 、 男 女 共 生 課 、 只 見 線 再
開 準 備 室 、 社 会 福 祉 課 、 食 品 生 （ い わ き 地 方 振 興 局 ）
活 衛 生 課 、 こ ど も ・ 青 少 年 政 策 今 年 度 よ り 、 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応
課 、 児 童 家 庭 課 、 商 工 総 務 課 、 募 者 の 評 点 に つ い て 、 Webサ イ ト で 公
企 業 立 地 課 、 産 業 人 材 育 成 課 、 表 す る よ う に し て い る 。
観 光 交 流 課 、 空 港 交 流 課 、 県 産
品振興戦略課、テクノアカデミー （ 危 機 管 理 課 ・ 原 子 力 安 全 対 策 課 ）
郡 山 、 環 境 保 全 農 業 課 、 農 産 物 契 約 候 補 者 名 及 び 契 約 候 補 者 の 得 た
流 通 課 、 園 芸 課 、 水 産 課 ） 評 点 に つ い て は 、 Webサ イ ト で 公 表 す

る こ と を 検 討 す る 。

（ 地 域 振 興 課 ）
令 和 ３ 年 度 事 業 か ら 、 審 査 結 果 （ 契

約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 ） を 、
We bサ イ ト で 公 表 す る こ と と す る 。

（ 消 費 生 活 課 、 男 女 共 生 課 、 只 見 線 再
開 準 備 室 ）
契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 に

つ い て 、 Webサ イ ト で 公 表 す る こ と と
す る 。
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（ 社 会 福 祉 課 ）
今 後 は 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の

評 点 を 公 表 す る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
契 約 候 補 者 名 、 全 応 募 者 の 評 点 に つ

いて、当課Webサ イト等で公表する。

（ こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課 ）
今 後 は 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の

評 点 を 公 表 す る 。

（ 児 童 家 庭 課 ）
今 後 は 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の

評 点 を 公 表 す る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 に

つ い て は 、 今 後 公 表 を 検 討 す る 。

（ 企 業 立 地 課 、 産 業 人 材 育 成 課 ）
契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 に

つ い て は 、 今 後 公 表 を 検 討 す る 。

（ 観 光 交 流 課 、 空 港 交 流 課 、 県 産 品 振
興 戦 略 課 ）
契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 に

つ い て は 、 今 後 公 表 を 検 討 す る 。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）
契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 に

つ い て は 、 今 後 公 表 を 検 討 す る 。

（ 環 境 保 全 農 業 課 ）
今 後 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ り 事 業

を 実 施 す る 場 合 は 、 審 査 結 果 （ 契 約 候
補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点 ） に つ い て
課のWebサ イトで公表することとする。

（ 農 産 物 流 通 課 ）
審 査 結 果 の 公 表 に つ い て は 原 則 We b

サ イ ト で 公 表 す る 方 針 と し 、 令 和 ３ 年
度 契 約 分 か ら 公 表 す る 。

（ 園 芸 課 ）
審 査 結 果 を 募 集 し た Webサ イ ト で 公

表 す る よ う に 是 正 し た 。

（ 水 産 課 ）
令 和 ３ 年 度 か ら 、 契 約 候 補 者 名 及 び

全 応 募 者 の 評 点 を Webサ イ ト で 公 表 す
る 。

イ 全 応 募 者 の 評 点 の 公 表 （ 職 員 業 務 課 ）
契 約 候 補 者 名 の み 公 表 し て い プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 を 採 用 し た 場 合

る 機 関 に お い て は 、 全 応 募 者 の は 、 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評 点
評 点 も We bサ イ ト で 公 表 す る こ を 公 表 す る 。



令和３年８月20日 金曜日 福 島 県 報 号外第51号 10

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
と に つ い て 検 討 し て い た だ き た
い 。 （ 職 員 業 務 課 、 県 北 地 方 振 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
興 局 、 ス ポ ー ツ 課 、 環 境 創 造 セ 令 和 ３ 年 度 事 業 の 企 画 提 案 公 募 に つ
ン タ ー ） い て は 、 応 募 者 の 評 点 を Webサ イ ト 上

で 公 表 し た 。

（ ス ポ ー ツ 課 ）
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 を 採 用 し た 場 合

は 、 全 応 募 者 の 評 点 も 含 め た 審 査 結 果
を 公 表 し 、 選 定 の 公 平 性 ・ 透 明 性 を 確
保 す る こ と と し た 。

（ 環 境 創 造 セ ン タ ー ）
契 約 候 補 者 名 に 加 え て 、 全 応 募 者 の

評 点 も Webサ イ ト で 公 表 す る こ と と す
る 。

⑸ 再 委 託 の 事 務 手 続 に つ い て （ 広 報 課 ）
ほ と ん ど の 事 業 の 契 約 書 で 、 再 事 業 着 手 前 に 、 再 委 託 の 有 無 を 確 認

委 託 等 を 行 う 場 合 の 事 務 手 続 が 定 す る と と も に 、 再 委 託 が あ る 場 合 は 契
め ら れ て い る 。 再 委 託 の 実 施 の 有 約 書 の 規 定 に 基 づ く 事 務 手 続 を 行 う こ
無 に つ い て 、 事 業 者 に 業 務 実 施 体 と と す る 。
制 の 確 認 を 行 い 、 再 委 託 が あ る 場
合 に は 、 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く 事 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
務 手 続 を 行 っ て い た だ き た い 。 再 委 託 に つ い て 契 約 書 に 明 記 し 、 再
（ 広 報 課 、 県 北 地 方 振 興 局 、 相 双 委 託 が あ る 場 合 は 、 所 要 の 事 務 手 続 を
地 方 振 興 局 、 い わ き 地 方 振 興 局 、 行 う こ と と す る 。
原 子 力 安 全 対 策 課 、 地 域 振 興 課 、
ス ポ ー ツ 課 、 消 費 生 活 課 、 男 女 共 （ 相 双 地 方 振 興 局 ）
生課、只見線再開準備室、こども・ 委 託 事 業 者 に 業 務 体 制 の 確 認 を 行 う
青 少 年 政 策 課 、 企 業 立 地 課 、 観 光 と と も に 、 再 委 託 が あ る 場 合 に は 契 約
交 流 課 、 農 産 物 流 通 課 、 水 産 課 ） 書 の 規 定 に 基 づ く 事 務 手 続 を 行 う 。

（ い わ き 地 方 振 興 局 ）
今 年 度 よ り 、 事 業 者 へ の 業 務 実 施 体

制 の 確 認 の 際 、 再 委 託 が あ る 場 合 に
は 、 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く 事 務 手 続 を
行 う こ と と す る 。

（ 原 子 力 安 全 対 策 課 ）
令 和 ３ 年 度 契 約 よ り 再 委 託 の 実 施 の

有 無 の 確 認 及 び 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く
事 務 手 続 を 行 う こ と と す る 。

（ 地 域 振 興 課 ）
令 和 ３ 年 度 事 業 か ら 、 再 委 託 の 実 施

の 有 無 に つ い て 、 事 業 者 に 業 務 実 施 体
制 の 確 認 を 行 い 、 再 委 託 が あ る 場 合 に
は 、 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く 事 務 手 続 を
行 う こ と と す る 。

（ ス ポ ー ツ 課 ）
委 託 先 の 業 務 実 施 体 制 を 十 分 に 確 認

し 、 業 務 の 再 委 託 が あ る と 認 め ら れ る
場 合 に は 、 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く 手 続
を 徹 底 す る こ と と し た 。

（ 消 費 生 活 課 、 男 女 共 生 課 ）
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契 約 締 結 後 、 事 業 者 に 業 務 実 施 体 制

の 確 認 を 行 い 、 再 委 託 が あ る も の に つ
い て は 、 契 約 書 規 定 に 基 づ く 事 務 手 続
を 行 う こ と と す る 。

（ 只 見 線 再 開 準 備 室 ）
業 務 の 一 部 再 委 託 に 関 し て 、 契 約 書

の 規 定 に 基 づ き 対 応 す る こ と と す る 。

（ こ ど も ・ 青 少 年 政 策 課 ）
今 後 は 受 託 者 に 事 前 に 再 委 託 の 有 無

を 確 認 し 、 再 委 託 を 実 施 す る 場 合 は 書
面 で 協 議 の 上 、 県 の 承 諾 を 得 る よ う に
指 導 す る 。

（ 企 業 立 地 課 ）
企 画 提 案 競 技 時 に 提 出 さ れ る 執 行 体

制 図 に よ り 再 委 託 を 確 認 し 、 再 委 託 を
行 う 事 業 者 を 受 託 事 業 者 と し た 場 合
は 、 適 正 な 事 務 手 続 を 行 う 。

（ 観 光 交 流 課 ）
再 委 託 が あ る 場 合 に は 、 契 約 書 の 規

定 に 基 づ く 事 務 手 続 を 行 っ て い く 。

（ 農 産 物 流 通 課 ）
再 委 託 の 事 務 手 続 に つ い て は 事 業 者

に 業 務 体 制 の 確 認 を 行 い 、 再 委 託 が あ
る 場 合 に は 契 約 書 の 規 定 に 基 づ く 事 務
手 続 を 行 う こ と と し て い る 。

（ 水 産 課 ）
事業者に業務実施体制の確認を行い、

再 委 託 が あ る 場 合 は 、 契 約 書 締 結 に 基
づ く 事 務 手 続 を 行 う こ と と す る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ９ 号
令 和 ３ 年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ８ 月 20日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

２ 病 第 8 2 6 号
令 和 ３ 年 ３ 月 25日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文 □印
令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 15日 付 け ２ 福 監 第 36 0号 で 報 告 あ り ま し た 令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 の 結 果 に
つ い て は 、 別 紙 の と お り 措 置 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に よ り 通
知 し ま す 。
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（ 別 紙 ）

行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 ・ コ ン ペ 方 式 に よ る 契 約 に つ い て
２ 意 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 意 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 個 別 の 改 善 ・ 検 討 事 項
⑶ 審 査 基 準 の 公 表 に つ い て

価 格 競 争 と は 異 な り 、 プ ロ ポ ー
ザ ル 方 式 等 に お い て は 、 様 々 な 観
点 か ら 審 査 が 行 わ れ る こ と か ら 、
事 業 者 選 定 の 公 正 性 ・ 透 明 性 を 確
保 す る た め 、 審 査 基 準 を 募 集 要 領
に 記 載 す る な ど 、 事 前 に 公 表 す る
必 要 が あ る 。
ア 審 査 基 準 の 公 表 （ 病 院 経 営 課 ）

審 査 基 準 の 公 表 を 行 っ て い な 今 後 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契
い 機 関 に お い て は 、 審 査 基 準 約 事 務 を 行 う 際 に は 、 審 査 基 準 を 事 前
（ 評 価 項 目 、 評 価 基 準 及 び 配 に 公 表 す る こ と と す る 。
点 ） の 事 前 公 表 を 検 討 し て い た
だ き た い 。 （ 病 院 経 営 課 ）

イ 全 て の 審 査 基 準 の 公 表 （ 病 院 経 営 課 ）
審 査 基 準 の う ち 、 評 価 項 目 の 今 後 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契

み を 公 表 し て い る 機 関 に お い て 約 事 務 を 行 う 際 に は 、 評 価 項 目 だ け で
は 、 評 価 基 準 と 配 点 も 公 表 す る な く 、 評 価 基 準 と 配 点 も 公 表 す る こ と
こ と に つ い て 検 討 し て い た だ き と す る 。
た い 。 （ 病 院 経 営 課 ）

⑷ 審 査 結 果 の 公 表 に つ い て
価 格 競 争 と は 異 な り 、 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 等 に お い て は 、 審 査 委 員
等 の 評 価 に よ っ て 事 業 者 が 選 定 さ
れ る こ と か ら 、 選 定 の 公 正 性 ・ 透
明 性 を 確 保 す る た め 、 審 査 結 果
（ 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評
点 ） を 公 表 す る 必 要 が あ る 。
ア 審 査 結 果 の 公 表 （ 病 院 経 営 課 ）

契 約 候 補 者 名 、 全 応 募 者 の 評 今 後 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契
点 の い ず れ も 公 表 し て い な い 機 約 事 務 を 行 う 際 に は 、 契 約 候 補 者 名 と
関 に お い て は 、 こ れ ら を We bサ 全 応 募 者 の 評 点 を Webサ イ ト で 公 表 す
イ ト で 公 表 す る こ と に つ い て 検 る こ と と す る 。
討 し て い た だ き た い 。 （ 病 院 経
営 課 ）

イ 全 応 募 者 の 評 点 の 公 表 （ 病 院 経 営 課 ）
契 約 候 補 者 名 の み 公 表 し て い 今 後 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に よ る 契

る 機 関 に お い て は 、 全 応 募 者 の 約 事 務 を 行 う 際 に は 、 契 約 候 補 者 名 と
評 点 も We bサ イ ト で 公 表 す る こ 全 応 募 者 の 評 点 を Webサ イ ト で 公 表 す
と に つ い て 検 討 し て い た だ き た る こ と と す る 。
い 。 （ 病 院 経 営 課 ）

（ 監 査 総 務 課 ）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令 和 ３ 年 ３ 月 26日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 議 会 議 長 か ら 次 の と お り 措
置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ８ 月 20日
福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 福 局 議 第 6 5 号
令 和 ３ 年 ５ 月 26日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 議 会 議 長 太 田 光 秋 □印
令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 15日 付 け ２ 福 監 第 36 0号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の
と お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 ・ コ ン ペ 方 式 に よ る 契 約 に つ い て

２ 意 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 意 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 個 別 の 改 善 ・ 検 討 事 項
⑷ 審 査 結 果 の 公 表 に つ い て

価 格 競 争 と は 異 な り 、 プ ロ ポ ー
ザ ル 方 式 等 に お い て は 、 審 査 委 員
等 の 評 価 に よ っ て 事 業 者 が 選 定 さ
れ る こ と か ら 、 選 定 の 公 正 性 ・ 透
明 性 を 確 保 す る た め 、 審 査 結 果
（ 契 約 候 補 者 名 及 び 全 応 募 者 の 評
点 ） を 公 表 す る 必 要 が あ る 。
ア 審 査 結 果 の 公 表 （ 議 事 課 ）

契 約 候 補 者 名 、 全 応 募 者 の 評 審 査 基 準 に つ い て は 従 来 よ り 実 施 要
点 の い ず れ も 公 表 し て い な い 機 領 の 関 係 書 類 と し て 公 表 し て い た が 、
関 に お い て は 、 こ れ ら を We bサ 行 政 監 査 の 結 果 を 受 け 、 令 和 ３ 年 度 か
イ ト で 公 表 す る こ と に つ い て 検 ら は 審 査 基 準 、 審 査 結 果 、 契 約 候 補 者
討 し て い た だ き た い 。 （ 議 事 名 等 に つ い て 、 Webサ イ ト で 公 表 予 定
課 ） で あ る 。

（ 監 査 総 務 課 ）


